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〇目標 
 

  平成２７年度までに麻しんの排除を達成し、世界保健機関による麻しんの排除の認定を受け、かつ、 
 その後も麻しんの排除の状態を維持することを目標とする（注）。 
 

〇届出・検査・相談体制の充実 
 

  医師による麻しんの届出に当たっては、可能な限り、診断後２４時間以内に臨床診断としての提出、 
 血清IgM抗体検査等の血清抗体価の測定の実施及びウイルス遺伝子検査用の検体の提出を求め、麻 
 しんではないと判断された場合には届出の変更や取下げを求めることとする。 
  また、可能な限り、国立感染症研究所等において、遺伝子配列の解析を行う。さらに、都道府県等 
 は、麻しん対策の会議を設置した上で、地域における施策の進捗状況を評価するものとし、必要に応じ 
 て、関係団体と連携して、麻しんの診断等に関する助言を行うアドバイザー制度の設置を検討するもの 
 とする。 
 

〇第１期及び第２期の定期接種の接種率目標（９５％以上）の達成・維持 
 

  麻しんの予防接種を２回接種することと、その接種率を９５％以上とすることが重要であることから、 
 引き続き、文部科学省等と連携し、第１期及び第２期の接種率目標の達成と維持を行う。 

（注）平成２４年に世界保健機関西太平洋地域事務局より新たな定義として「適切なサーベイランス制度の下、土着株による感染が１年以上
確認されないこと」が示され、また、麻しん排除達成の認定基準として「適切なサーベイランス制度の下、土着株による感染が３年間確認さ
れず、また遺伝子型解析により、そのことが示唆されること」が示された。現在、同機関による排除認定作業が行われている。 

 指針は平成２４年１２月１４日一部改正、平成２５年４月１日適用され、社会全体で総合的な
麻しん対策を実施していく方針が示された。 

引用：平成25年3月13日全国健康関係主管課長会議資料（一部加工） 

麻しんに関する特定感染症予防指針（概要） 麻しん 
 



〇第３期及び第４期の定期接種の時限措置の終了と今後の新たな対策 
 

  ５年間の時限措置の実施により、１０代の年齢層に２回目の接種機会が与えられ、多くの者が接種を 
 受けた。その結果、当該年齢層の麻しん発生数の大幅な減少と大規模な集団発生の消失、抗体保有 
 率の上昇を認めたことから、時限措置を行った当初の目的はほぼ達成することができたと考えられる。  
  一定以上の未接種者の存在が課題として残るが、時限措置を延長することが得られる効果が限定的 
 と予想されることや、海外からの麻しんの輸入例が中心となりつつある現状及び特定の年齢層に限ら 
 ず全ての年齢層に感受性者が薄く広く存在することが示唆されていること等を踏まえ、時限措置は当初 
 の予定どおり平成２４年度をもって終了した。 
  今後は、麻しん患者が一例でも発生した場合に、積極的疫学調査の実施や、周囲の感受性者に対し 
 て予防接種を推奨することも含めた対応を強化する必要がある。 
 

〇国際貢献 
 

  国際機関と協力し、麻しんの流行国の麻しん対策を推進することは、国際保健水準の向上に貢献す 
 るのみならず、海外で感染し、国内で発症する患者の発生を予防することにも寄与する。そのため、国 
 は、世界保健機関等と連携しながら、国際的な麻しん対策の取組に積極的に関与する。 
 

〇排除認定会議の開催 
 

  国は、麻しんが排除・維持状態かを判定し、世界保健機関に報告する排除認定会議を設置する。 
 

〇普及啓発の充実 
 

  厚生労働省は、文部科学省や報道機関等の関係機関との連携を強化し、国民に対し、麻しんとその 
 予防に関する適切な情報提供を行うよう努めるものとする。 

引用：平成25年3月13日全国健康関係主管課長会議資料（一部加工） 

麻しんに関する特定感染症予防指針（概要） 麻しん 
 



引用：平成25年3月8日第10回麻しん対策推進会議資料（一部加工） 

平成２４年度以前の指針 平成２５年度以降の指針 

麻しん 
 



青森県麻しん排除計画（平成25年3月28日策定） 麻しん 
 

 実施期間 

平成27年度までに「はしかゼロ」を達成し、かつ、その後も「はしかゼロ」の状態を維持す
ること 

 目標 

平成25～27年度の3年間 

 現在の麻しん対策の実情に即した取組内容 

・積極的な感受性者対策 
・発生動向調査の実施 
・発生時の迅速な対応 
・県対策会議の開催 

 目標達成の確認のための指標 

指標1：2回の麻しん含有ワクチンの接種率がともに95％以上 
     （第1期及び第2期の各期接種率が95％以上を達成すること） 
 
指標2：人口100万人当たり、実験室診断または疫学的リンクによる麻しん確定症例が1    
     例未満（臨床診断例、輸入麻しん症例は除く）であること 
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